
 

議案第３８号 

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年２月６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市消防関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７４号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 
事務の種類 手数料の額 

１ ［略］ 
２ 法第１１条第１項

前段の規定による危

険物の製造所、貯蔵

所又は取扱所の設置

の許可の申請に対す

る審査 
⑴ ［略］ 

⑵ 貯蔵所 

ア～ウ ［略］ 

エ 特定屋外タン 

   ク貯蔵所（浮き

屋根式特定屋外

タンク貯蔵所（

浮き屋根を有す

る特定屋外貯蔵

タンクのうち、

地方公共団体の

手数料の標準に

関する政令に規

定する総務省令 

で定める金額等 

 
 
 
 
 
 

［略］ 
 

［略］ 
 
 

事務の種類 手数料の額 
１ ［略］ 
２ 法第１１条第１項

前段の規定による危

険物の製造所、貯蔵

所又は取扱所の設置

の許可の申請に対す

る審査 
⑴ ［略］ 

⑵ 貯蔵所 

ア～ウ ［略］ 

エ 特定屋外タン 

   ク貯蔵所（浮き

屋根式特定屋外

タンク貯蔵所（

浮き屋根を有す

る特定屋外貯蔵

タンクのうち、

地方公共団体の

手数料の標準に

関する政令に規

定する総務省令

で定める金額等 

 
 
 
 
 
 

［略］ 
 

［略］ 
 
 



 

   を定める省令（

平成１２年自治

省令第５号）第

１条の３に規定

する特定屋外タ

ンク貯蔵所をい

う。オにおいて

同じ。）、浮き

蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所（浮

き蓋付きの特定

屋外貯蔵タンク

のうち、同令第

１条の４に規定

する特定屋外タ

ンク貯蔵所をい

う。オにおいて

同じ。）及び岩

盤タンクに係る

屋外タンク貯蔵

所を除く。） 

   （ア）～（ク） ［略］ 

  オ 浮き屋根式特

定屋外タンク貯

蔵所又は浮き蓋

付特定屋外タン

ク貯蔵所 

   （ア） 危険物の貯

蔵最大数量が

１，０００キ

ロリットル以

上５，０００

キロリットル

未満のもの 
   （イ） 危険物の貯

蔵最大数量が

５，０００キ

ロリットル以

上１０，００

０キロリット

ル未満のもの 
   （ウ） 危険物の貯

蔵最大数量が

１０，０００

キロリットル

以上５０，０

００キロリッ

トル未満のも

の 
   （エ） 危険物の貯 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ［略］ 
 
 
 
 
 
１件につき １，４５

０，０００円 
 
 
 
 
 
１件につき １，７２

０，０００円 
 
 
 
 
 
１件につき １，９２

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき ２，３６ 

   を定める省令（

平成１２年自治

省令第５号）第

１条の２に規定

する特定屋外タ

ンク貯蔵所をい

う。オにおいて

同じ。）、浮き

蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所（浮

き蓋付きの特定

屋外貯蔵タンク

のうち、同令第

１条の３に規定

する特定屋外タ

ンク貯蔵所をい

う。オにおいて

同じ。）及び岩

盤タンクに係る

屋外タンク貯蔵

所を除く。） 

   （ア）～（ク） ［略］ 

  オ 浮き屋根式特

定屋外タンク貯

蔵所又は浮き蓋

付特定屋外タン

ク貯蔵所 

   （ア） 危険物の貯

蔵最大数量が

１，０００キ

ロリットル以

上５，０００

キロリットル

未満のもの 
   （イ） 危険物の貯

蔵最大数量が

５，０００キ

ロリットル以

上１０，００

０キロリット

ル未満のもの 
   （ウ） 危険物の貯

蔵最大数量が

１０，０００

キロリットル

以上５０，０

００キロリッ

トル未満のも

の 
   （エ） 危険物の貯 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ［略］ 
 
 
 
 
 
１件につき １，１８

０，０００円 
 
 
 
 
 
１件につき １，４１

０，０００円 
 
 
 
 
 
１件につき １，５９

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき １，９５ 



 

    蔵最大数量が

５０，０００

キロリットル

以上１００，

０００キロリ

ットル未満の

もの 
   （オ） 危険物の貯

蔵最大数量が

１００，００

０キロリット

ル以上２００ 
，０００キロ 
リットル未満 
のもの 

   （カ） 危険物の貯

蔵最大数量が

２００，００

０キロリット

ル以上３００ 
，０００キロ 
リットル未満 
のもの 

   （キ） 危険物の貯

蔵最大数量が

３００，００

０キロリット

ル以上４００ 
，０００キロ 
リットル未満 
のもの 

   （ク） 危険物の貯

蔵最大数量が

４００，００

０キロリット

ル以上のもの 
  カ～シ ［略］ 

⑶ ［略］ 

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき ２，７４

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき ５，６４

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき ７，２４

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき ８，７９

０，０００円 
  
 
 
 ［略］ 
 ［略］ 

３～１５ ［略］ 
１６ 高圧ガス保安法

（昭和２６年法律第

２０４号）第５条第

１項の規定による高

圧ガスの製造の許可

の申請に対する審査 
 ⑴ ［略］ 

⑵ 高圧ガス保安法 
  第５条第１項第１

号に該当する者で

あって移動式製造 

 
 
 
 
 
 
 ［略］ 
 
 
 
 

    蔵最大数量が

５０，０００

キロリットル

以上１００，

０００キロリ

ットル未満の

もの 
   （オ） 危険物の貯

蔵最大数量が

１００，００

０キロリット

ル以上２００ 
，０００キロ 
リットル未満 
のもの 

   （カ） 危険物の貯

蔵最大数量が

２００，００

０キロリット

ル以上３００ 
，０００キロ 
リットル未満 
のもの 

   （キ） 危険物の貯

蔵最大数量が

３００，００

０キロリット

ル以上４００ 
，０００キロ 
リットル未満 
のもの 

   （ク） 危険物の貯

蔵最大数量が

４００，００

０キロリット

ル以上のもの 
  カ～シ ［略］ 

⑶ ［略］ 

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき ２，２７

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき ４，５５

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき ５，８２

０，０００円 
 
 
 
 
 
 
１件につき ７，０７

０，０００円 
  
 
 
 ［略］ 
 ［略］ 

３～１５ ［略］ 
１６ 高圧ガス保安法

（昭和２６年法律第

２０４号）第５条第

１項の規定による高

圧ガスの製造の許可

の申請に対する審査 
 ⑴ ［略］ 

⑵ 高圧ガス保安法 
  第５条第１項第１

号に該当する者で

あって移動式製造 

 
 
 
 
 
 
 ［略］ 
 
 
 
 



 

  設備（高圧ガスの

製造のための設備

で移動することが

できるように設計

したものをいう。

以下この項、次項

及び第２２項にお

いて同じ。）のみ

を使用して高圧ガ

スの製造をするも

の（次号に掲げる

者を除く。） 
  ア～コ ［略］ 
 ⑶ 前号に掲げる者

であって移動式製

造設備について液

化石油ガスの保安

の確保及び取引の

適正化に関する法

律（昭和４２年法

律第１４９号。以

下「液化石油ガス

法」という。）第

３７条の４第１項

の許可を受けたも

の 
⑷ ［略］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［略］ 
１件につき ６，００

０円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［略］ 
１７～１９ ［略］ 
２０ 高圧ガス保安法

第２０条第１項又

は第３項の規定に

よる高圧ガスの製

造のための施設又

は第一種貯蔵所の

完成検査 
⑴ 高圧ガス保安法 

  第２０条第１項の

規定による高圧ガ

スの製造のための

施設の完成検査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

第１６項各号に掲げ

る高圧ガスの製造の許

可の申請を行う者及び

設備の区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料の金

額の４分の３に相当す

る金額（高圧ガス保安

法第５条第１項の許可

に係る液化石油ガスの

製造のための施設であ

って、液化石油ガス法

第３７条の３第１項の

完成検査を受け、液化

石油ガス法第３７条の

技術上の基準に適合し 

  設備（高圧ガスの

製造のための設備

で移動することが

できるように設計

したものをいう。

次項及び第２２項

において同じ。）

のみを使用して高

圧ガスの製造をす

るもの 
 
 
  ア～コ ［略］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑶ ［略］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［略］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［略］ 
１７～１９ ［略］ 
２０ 高圧ガス保安法

第２０条第１項又

は第３項の規定に

よる高圧ガスの製

造のための施設又

は第一種貯蔵所の

完成検査 
⑴ 高圧ガス保安法 

  第２０条第１項の

規定による高圧ガ

スの製造のための

施設の完成検査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 第１６項各号に掲げ

る高圧ガスの製造の許

可の申請を行う者及び

設備の区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料の金

額の４分の３に相当す

る金額（高圧ガス保安

法第５条第１項の許可

に係る液化石油ガスの

製造のための施設であ

って、液化石油ガスの

保安の確保及び取引の

適正化に関する法律（

昭和４２年法律第１４

９号。以下「液化石油 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ ［略］ 
⑶ 高圧ガス保安法 

  第２０条第３項の

規定による高圧ガ

スの製造のための

施設の完成検査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑷ ［略］ 

ていると認められたも

のの完成検査にあって

は、６，１００円） 
 
 
 
 
 

［略］ 
第１７項各号に掲げ

る高圧ガスの製造のた

めの施設の位置、構造

若しくは設備の変更の

工事又は製造をする高

圧ガスの種類若しくは

製造の方法の変更の許

可の申請を行う者及び

場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料の金

額の４分の３に相当す

る金額（高圧ガス保安

法第１４条第１項の許

可に係る液化石油ガス

の製造のための施設で

あって、液化石油ガス

法第３７条の３第１項

の完成検査を受け、液

化石油ガス法第３７条

の技術上の基準に適合

していると認められた

ものの完成検査にあっ

ては、６，１００円） 
［略］ 

２１〜４３ ［略］ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ ［略］ 
⑶ 高圧ガス保安法 

  第２０条第３項の

規定による高圧ガ

スの製造のための

施設の完成検査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑷ ［略］ 

ガス法」という。）第

３７条の３第１項の完

成検査を受け、同法第

３７条の技術上の基準

に適合していると認め

られたものの完成検査

にあっては、６，１０

０円） 
［略］ 
第１７項各号に掲げ

る高圧ガスの製造のた

めの施設の位置、構造

若しくは設備の変更の

工事又は製造をする高

圧ガスの種類若しくは

製造の方法の変更の許

可の申請を行う者及び

場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料の金

額の４分の３に相当す

る金額（高圧ガス保安

法第１４条第１項の許

可に係る液化石油ガス

の製造のための施設で

あって、液化石油ガス

法第３７条の３第１項

の完成検査を受け、同

法第３７条の技術上の

基準に適合していると

認められたものの完成

検査にあっては、６，

１００円） 
［略］ 

２１〜４３ ［略］ 
 

  

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


